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事務総局会議（第29回）議事録

日時 令和元年11月12日 （火）午前10時O○分 ～ 午前11時02分

場所 総局会議室

出席
垂
省

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官，成田民事局第一課

長

議事 1 令和2会計年度における協議会等開催計画について

村田総務局長説明（資料第1）

2会計課長協議会の開催について

笠井経理局長説明（資料第2）

3執行官の手数料及び費用に関する規則の一部を改正する規則につい

て

門田民事局長説明（資料第3）

■ ｡

●

GB

結果
◎裁判官会議付議3

◎了承 1 ， 2

秘書課長 大須賀 寛 ●
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番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等

｡

◆

所管局諜 総人員

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

長官，所長会同

長官事務打合せ

長官事務打合せ

高裁事務局長事務打合せ

高裁総務課長等事務打合せ

高裁首席雷記官事務打合せ

人事関係群事務打合せ（高裁事務局次
長）

人事事務打合せ（高裁人事課長）

人事事務打合せ（高裁人事課長）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

経理事務打合せ（高裁会計課長）

6月17日

1 8日

1 1月19

日 20日

3月12日

(予備日 ●
●
つ
1J

月4L1 , 10

日）

10月2日，

2月26日

(2回）

1 1月1 2日

1 1月6H

5月

10月

2月

9月

1月

10月

2日

2日

1日

1日

1H

1H

2日

2日

2日

2日

2日

2冊

当面の司法行政上の諸問題

司法行政M)諸問題

司法行政上の諸問迩

司法行政上の諸問題

総務事務全般の連絡協議

書記官事務全般の連絡協議

人事行政等事務全般の連絡協議

人事行政事務全般の連絡協議

人事行政事務全般の連絡協議

経理行政等事務全般の連絡協議

経理行政韓事務全般の連絡協議

経理行政事務全般の連絡協議

高裁長官，地裁・家裁所長

高城長官

高裁長官

高裁事務局長

高裁総務課長及び文書企画官

高裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官

高裁事務局次長

高裁人事課長及び同課企画官又は同諜課長捕佐
のうちいずれか1人

高裁人事課長及び同課企画官又は同諜課長補佐
のうちいずれか1人

高裁事務局次長

高裁事務局次長

高裁会計課長及び総括企画官，

課課長補佐又は同課専門官のう
会計課企画官,同
ちいずれか1人

総務局

総務局

総務局

総務局

総務局

総務局

人事局

人辮局

人羽局

経理局

経理局

経1M局

84人

8人

8人

8人

16人

16人

8人

16人

16人

8人

8人

16人

13 経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び総括企画官，
課課長補佐又は同課専門官のう

会計課企画官‘ |可
ちいずれか1人

経f!|!局 16人

14 民事事件担当裁判官等事務打合せ 12月上中旬 半日 （午

後のみ）

又は1日

1 ウエブ会議等のITツールを活用した争点
整理の新たな運用の定着に向け，考慮すべき事
項について（フェーズl関係）
ワ
ー 民事訴訟手続の在り方を見直し， より充実
した審理を実現するために検討すべき課題等に
ついて（フェーズ2， 3関係）

q ■

1 各高等裁判所及び各地方裁判所の民事事件
担当の裁判官各1人（東京高等裁判所について

は，東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所か
ら1人ずつの合計2人）

2各高等裁判所及び各地方裁判所の民事首席
書記官又は民事次席書記官各1人（東京高等裁
判所については，東京高等裁判所及び知的財産
高等裁判所から1人ずつの合計2人）

民事局 約1 18人
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番
号 穂別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 所管局課 総人員

15 専門部等戴判簡事務打合せ 1月一ド旬～2
月上旬

1日 l 専門則知見のより効果的な取得・活用のた

めに，庁又は部の取り組むべき課題と方策
2 専門部等における各分野の専門性をその余
の庁に広げていくために，庁又は部として取り
組むべき課題と方策

3 関係機関等との連携のために、庁又は部と
して取り組むべき課題と方策

各地裁の民事部のうち，医療，建築，商事，交
通，行政，労働， 知財事件を担当する専門部又
は集中部の部総抵又は右陪席栽判富（各専門分
野から原則として1名）

民窮局

行政局

約5（)人

16 調停委員協縦会及びI凋停委員表彰式 10月22日 1日 l 調停制度の在り方に関し考慮すべき事項
2 最高裁長官表彰

氏熟調停委員，家事調停委員 民事局

家庭局

58人．、

17 首席家庭裁判所調査官事務打合せ 5月 1日 高裁の}ﾘ｢在地を管職する家裁の首席家庭裁判所
調査官が行う調整事務に関し考慮すべ麦事哨

局裁のfﾘ『柾地を管轄する家蔵の首席家庭裁判所
調査官

家庭局 8ノ、

l8 後見関係事件事務打合せ 7月8日 0． 5日

又は’
俊兄関係事件の運用に関する連絡協継 l 高裁の民事次席書記官1名

2 高裁の総務課長又は総務課課長補佐のいず
れか1名

3 高裁の所在地を管職する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4 高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首府
悪記官又は家事の次席審記官のいずれか1名
5 高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1
名

家庭局 4（)ノ、
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番
号

穂別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開催地
所管局
課
総人員

I 総務課長等協議会 12月～翌年2月 1日 総務事務全般に関する諸間魎 l 高地家裁総務課長

2 高地家裁文書企画官，
務課課長補佐，専門官のう
当と認めるもの

高地家裁総
ち高裁が相

各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

総務局 約1 18
人

2 首席詳記官等協議会 1月 ～ 2月 1日 書記官事務について， 首席書記官とし
て考慮すべき事項等

高地家裁の首席書記官及び地家裁の抜
判官（具体的な対象範囲は未定）

各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協議会 (未定） 1 1l 人事事務の処珊に関し考慮すべき事項 高裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長

各高裁所在地から開催地
を複数選定（合同開催）

人事局 1 16人

4 人事管即協議会 9月～10月 1 1J 人事管即－kの諸問題 高裁の事務局次長及び人事課長，地
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130

人

5 人事帆当課長等協瀧会 1 () j-l～12月 1日 人事事務全般に関する諸問題 1 各高等裁判所の人事課長及び人事
課課長補佐等

2 各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地から開催地
を選定予定

人事局 1 16人

6 経哩関係事務協議会 (未定） (） ． 5

、

経理事務の処理に関し考慮すべき事項 高裁の事務局次長及び会計課長、地家
裁の事務局長

各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

経理局 1 1 ()人

7 会計課長協瀧会 1月 ～ 2月 1H 予算の通I1ﾐ執行及び効率的執行に関
し，考慮すべき事項

高裁の会計課長及び地家裁の会計課長 各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経f111局 61人

8 簡易栽判所民事実務研
究会

各地数で決定
（6月

月）

～ 翌年3

ｎ
口
両
口

で
１
ワ
］

～ 簡裁の調停制度及び司法委員制度の運
用に関し実務上考慮すべき事項

簡裁の裁判官及び謹記官， 民事調停委
貝 司法委員

各地裁 民事局 各地裁で

決定

9 新任民事調停委員研修
へ
雪

各地裁で決定
(原則として4月
～ 7月）

2日 民事調停事件の処理に必要な基礎的知
識の習得

新任民事調停委員 各地殿 民事局 各地裁で

決定

10 新任民事調停委員ケー
ス研究会

各地裁で決定（6
月 ～裡年3月〉

1日 民事調停事件の処理につき事例研究の
方法による実践的な知識及び技術の習
旦
寸＃

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地段で

決定

l l 民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月

ﾉｰl)

～ 翌年3

1日

21」

～ 民事調停事件の処理につき必要な応用
的知識及び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

各地裁 民事局 各地裁で

決定

12 民事調停委員ケース研
究会

各地裁で決定
（6月

月）

～ 翌年3

1日～

2H

民事調停事件の処理につき事例研究の
方法による実践的な知識及び技術の習
得

民事調停委員 各地裁 民謡凡） 各地裁で

決定

13 調停運営協雛会及び調
停委員表彰式

各高城で決定
(9fl～1 1月）

1日 l 民事・家事調停の運営に関し考慮
すべき事項

2 高裁長官表彰

各地裁及び家裁管内の調停協会におい

て指導的地位にある調停委員
各I高裁 民事局

家庭局
各商裁で

決定
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番
号 穂別 開催時期 会期 協識事項 協議員等 開催地

所管局

課
総人員

l4 鑑定委員協議会 開催する地裁で決
定

(6月～12月）

1日 借地非訟事件の処理に関し考慮すべき
事項

東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地餓で決定 民事局 開催する

地裁で決
定'5 新征司法委員研修会 各地戦で決定

( 1月 ～ 3月）

0． 5

R
司法委員としての職務につき必要な基
礎的知識の習得

勅阯司法委員 各地銭 民蛎脇 各地裁で

決定

16 司法委員研究会 各地数で決定
（6月

月）

～ 翌年3

lu

2日

～

司法委員としての職務につき必要な実
践的知識及び技能の習得

司法姿員 各地数 民事局 各地裁で

決定

17 管財人等協瀧会 各地裁で決定
（9月

月）

～ 翌年3

1 1 1 倒産事件の管財業務等の処理に関し考
慮すべき事項

破産事件の破産管財人， 民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員， 会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で

決定

18 民事事件把当数判官等
協議会

7月頃 111 腿事訴訟手続の更なる運営改善に向け
て， 争点中心の審理を実現するための
課題と方策等について

l 全地方裁判所の民事事件を担当す
る部総括裁判官及び右陪席裁判官各1
名

2 全地方裁判所の首席書記官又は次
席書記官

3 各ブロックの高等数判所の裁判官
1名， 首席書記官

(合同開催）

東京

（東京, IIII台，高松）
大阪

(大阪， 広島，札幌）
名古屋

(名古屋，福岡）

民覗局 166人

19 刑事事件扣当裁判官協
議会

1 ,､プワ
ー 1 1] l 裁判員裁判の運用上の課題

2 その他刑事事件の処理に関し考慮
すべき事項

高・地餓の裁判官 (合同開催） 4高殿で開
雌（開催地は未定）

1fl1半局 68人

20 刑事鑑定研究会 各地裁で決定
(6月～翌年3
月）

0． 5 刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学識経験者並びに地裁の裁判官及び書
記官

各地裁 刑事局 各地殿で

決定

21 心神喪失者淳医療観察
法関係研究協議会

各地裁で決定
(9月～翌年3
月）

0． 5

日
医療観察事件の処理上問題となる事項
及び実体的な判断の在り方に関して考
慮すべき事項

精神保健判定I憂及び精神保健参与員候
補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑郡局 各地故で

決定

22 犯罪被害昔等の陵かれ

た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定（6
月～翌年3月）

0． 5

[1
犯罪被害音等基本法19条の趣旨を踏
まえ，犯罪被害音等の置かれた立場，
状況等に関する理解を深めるための意
見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有識

者等並びに高裁， 同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限栽判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局

家庭局
各高裁で

決定

23 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定
（4月

月）

'～ 翌年3

1日 法廷通訳経験のない又は少な．い初級レ
ベルの通訳人候補昔等を対象とした法
廷通訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補者となることを希望し､ 力
つ，対象言語の通訳人と
備えていると認められる

､

しての適性を

昔又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び毒記官

各地殿 刑事局

民事局

行政局

家庭局

各地裁で

決定

24 法廷通訳セミナー 各高数で決定
（6月

月）

～ 翌年3

2｛1 中級レベルの通訳人候補者を対象とし

た法廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補音並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び審記官

各高裁所在地にある地哉

（東京，大阪各高裁にお

いては，それぞれの高裁
が定める管内の地殿）

刑事局 各高哉で

決定
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番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開催地

所管局
課
総人員

25 法廷通訳フォローア、

フセミナー

ソ 東京、 大阪各高裁
で決定
（6月
月）

～ 翌年3

2日 _上級レベルの通訳人候補音を対象とし

た法廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補音並びに東京， 大阪各高殿
及び東京． 大阪各地厳の裁判官及び書
記官

東京， 大阪各地裁 刑事局 各高裁で

決定

26 保護観察に関する連絡
協議会

各地裁で決定（7

月～翌年3月）

() ． 5

H

l 保悪観察の実情について

2 その他
地裁の裁判官（支部を含む）及び保護
観察所の職員

各地殿 刑龍局 各地殿で

決定

27‘ 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 ０
日

■

ー

ひ 検察審査会事務局事務について必要な
知識の取得及び実務上の諸問題の検討

地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設置されている場合に
は，第一検察審査会)の事務局長

(--部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑覗局 50人

28 労働審判員研修会 各地裁で決定
(4月 ～ 6月）

1日 労働審判事件の処即に必嬰な基礎的知
識の習得

新任労働審判員 各地裁 行政局 各地戯で

決定

29 労働審判員研究会 各地裁で決定
(原則として9月
～12月）

l側 労働審判事件の処理に必要な専門的知
識の習得

労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

30 知的11ｲ産権訴訟研究会 10月～12月
4■■■

、０
日
知的財産権訴訟について考慮すべき実
務上の諸問題

知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

裁）

東京高裁

（知財高
行政局 22人

31 知的財産権関係事件樋

当専門委員実務研究会
10月～1 2月 0． 5

日
知的財産権関係事件における専門委員
の関与の任り方

1 知財高裁の裁判官並びに東京及び
大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官

2 知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関ゲ.し
たことがある音及び本研究会への出席
を希望する音に限る）

(注）主催は知財高裁

東京高裁

(知財高裁）
行政局 知財高裁

で決定

32 新任家事調停委員研修
く
ま

各家裁で決定（原
則とし
月）

一

L 4月 ～ 7

1日

2H

～ 家事調停事件の処理につき必要な基礎
知識の習得

新任家事調停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

33 家事調停委員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）

1日～

2I1

家事調停事件の処理につき必要な専門
的知識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家数で
決定

34 家事調停委員ケース研
究会

各家裁で決定（6

月～翌年3月）
日
日

勺
１
ワ
』

～ 家事調停事件の処理につき事例研究の
方法による必要な知識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家鮫で
決定

35 家庭裁判所家事実務研

究会
各家数で決定（6

ﾉ1～翌年3月）

1［］～

2日

家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官． 家裁調査
官，家事調停委員．参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家殿で
決定



6

番
号 穂別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開催地

所管局

課
総人員

36 家事関係機関との連絡
協議会

各家数で決定

(4月～翌年3
11)

日
日

１
ユ
ワ
』

～ 家事事件の処III!に関して連絡調整を要
する事項

家裁の裁判官及び書記官． 家裁調査

官．福祉関係，医療関係、その他協識
事項に関連する機関・団体の職員の中
力

ー

､b 各家裁の実情群を考瞳して選定

各家放で決定 家庭hi) 各家数で
決定

37 少年関係機関との連絡
協織会

各家裁で決定

(4月~翻年3
月）

1日 ～

2［1 ．

少年事件の処理に関して連絡調整を要
する事項

家裁の裁判官及び書記官， 家裁調査
官
係
保護関係， 教育関係及び警察関
その他協議事項に関連する機関

団体の職員の中から、 各家裁の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

38 新任参与員研修会 各家数で決定(1
月～3j1）

l I1～

2日
家事審判事件及び人事訴訟事件の処理
につき必要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家数の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

39 参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）
日
日

勺
１
ワ
］

～ 家事審判事件及び人事訴訟事件の処理
につき必要な専門的知識の習得

参与員 各家数の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

40 首席家庭裁判所調査窟
協議会

1月 ～ 2月 IH 首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭

裁判所調査官の調査事務等に関し考慮
すべき事項

首席家庭裁判所調査官 (合同開催）※予定
東京（東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）

名古屋（名古屋，高松）
福岡（福岡，広島）

家庭局 50人

41 家事事件担当数判官等
協雛会

各高裁で決定
( 1月～2月）

1日 家事事件の運用'二の諸問題 高裁管内の家裁において家事事件を担
当する裁判官，書記官及び家裁調査官

各高裁

(一部合同開催）

東京

大阪（大|坂、尚松）

名古屋（名古臆，札幌）
広島（広島． 仙台）

福岡

家庭間 各高裁で
決定



需善露議料葬ゞ

(令和元年11月12日経監印）

令和元年度会計課長協議会の開催について

1 開催日程等

次のとおり共催とする。

【

協議事項

会計事務の処理に関し考慮すべき事項

協議員

2

3

<1） 各高等裁判所の事務局会計課長（東京，大阪各高等裁判所は会計課長又は管理

課長）

(2) 各地方裁判所及びこれと同一所在地にある家庭裁判所の事務局会計課長(東京

地方裁判所は経理課長，出納第一課長，出納第二課長，出納第三課長又は用度課

長，大阪地方裁判所は経理課長，出納第一課長又は出納第二課長，横浜， さいた

ま，千葉，京都，神戸，名古屋，福岡及び札幌各地方裁判所並びに東京家庭裁判

所は経理課長又は出納課長）のいずれか1人（東京は3人，大阪は乞人）

合計61人

主催（共催）庁 期 日 開催場所

東京，仙台高等裁判所 令和2年1月17日 （金） 東京高等裁判所

大阪，福岡，札幌高等裁判所 令和2年2月4日 （火）

及び同月5日 （水）

大阪高等裁判所

広島，名古屋，高松高等裁判所 令和2年1月27日 （月）

及び同月28日 （火）

広島高等裁判所



需霄露議料雰，

(令和元． 11． 12民三印）

配布資料目録

執行官の手数料及び費用に関する規則の一部を改正する規則

同制定理由

同新旧対照条文（民事執行規則等の一部を改正する規則（令(令

(改め文）１
２
３ 和元年1 0月30

日成立）による改正を反映したもの）
…

I



配布資料2

が
あ
る
。

最

近
に
お
け
る
経
済
事
情
の
変
動
及
び
執
行
官
の
事
務
処
理
の
実
態
に
鑑
み

こ
れ
が
、

理
由

こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

《

、

執
行
官
の
手
数
料
の
一
部
を
増
額
す
る
必
要

r

7



配布資料3

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
処
分
）
（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
処
分
）

第
三
条
の
二
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
の
二
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）

第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
処
分
に
よ
る
物
の
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
処
分
に
よ
る
物
の

形
状
、
占
有
関
係
そ
の
他
の
現
況
の
調
査
（
法
第
八
条
第
形
状
、
占
有
関
係
そ
の
他
の
現
況
の
調
査
（
法
第
八
条
第

一
項
第
一
号
の
二
）
の
手
数
料
の
額
は
、
二
万
六
千
五
百
一
項
第
一
号
の
二
）
の
手
数
料
の
額
は
、
二
万
四
千
円
と

円
と
す
る
。
す
る
。

２
前
項
の
現
況
の
調
査
を
行
う
べ
き
場
所
に
臨
ん
だ
場
合
２
前
項
の
現
況
の
調
査
を
行
う
べ
き
場
所
に
臨
ん
だ
場
合

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

》
し
、

、

、

I

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

-1-

8



配布資料3

第
四
条
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
（
法
第
八
条
第
一

ｌ

数
料
の
額
は
、
九
千
円
と
す
る
。

事
由
に
よ
っ
て
同
項
の
現
況
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が

き
債
権
の
額
が
定
ま
っ
て
い
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は

項
第
二
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
規
則
に
別
段
の
定

、
一
万
五
千
五
百
円
と
す
る
。

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
執
行
す
べ
き
債
権
の
額
に
応
じ

に
お
い
て
、
執
行
官
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
き
な
か
っ
た
と
き
（
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
）
の
手

て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
執
行
す
べ

（
差
押
え
等
）

執
行
す
べ
き
債
権
の
額

手
数
料
の
額

、

第
四
条
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
（
法
第
八
条
第
一

項
第
二
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
規
則
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
執
行
す
べ
き
債
権
の
額
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
執
行
す
べ

に
お
い
て
、
執
行
官
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
由
に
よ
っ
て
同
項
の
現
況
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が

Ｉ

数
料
の
額
は
、
八
千
円
と
す
る
。

き
債
権
の
額
が
定
ま
っ
て
い
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は

で
き
な
か
っ
た
と
き
（
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
）
の
手

（
差
押
え
等
）

一
万
四
千
円
と
す
る
。

執
行
す
べ
き
債
権
の
額

〃
が
り
乱
乃

手
数
料
の
額

－2－

9



配布資料3

一
一
一口

ト

一
一
一

一

I

－

－3－

10

三
百
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下

百
万
円
を
超
え
三
百
万
円
以
下

五
十
万
円
を
超
え
百
万
円
以
下

二
十
万
円
を
超
え
五
十
万
円
以

下 二
十
万
円
以
下

『

一
万
三
千
円 口

一
万
五
百
円 Ｉ

八
千
円

六
千
五
百
円 ’

四
千
円

三
百
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下

百
万
円
を
超
え
三
百
万
円
以
下

五
十
万
円
を
超
え
百
万
円
以
下

二
十
万
円
を
超
え
五
十
万
円
以

下 二
十
万
円
以
下

一
万
千
五
百
円

●
●

８口
九
千
五
百
円 ’

七
千
円 口

五
千
五
百
円 口

三
千
五
百
円



配布資料3

第
五
条
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第

２
前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
そ
の
目
的
を
達
す

す
る
。

差
押
え
に
よ
り
保
全
さ
れ
た
債
権
に
基
づ
い
て
差
押
え
を

も

す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
執
行
す
べ
き
債
権
の
額
が

を
実
施
す
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
）
又
は
仮

百
二
十
五
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に

条
第
一
項
に
定
め
る
額
の
二
分
の
一
と
す
る
。
た
だ
し
、

ｌ

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
三
千
円
と

よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
係
る
事
務

二
十
万
円
以
下
の
と
き
は
三
千
円
、
そ
の
他
の
と
き
は
前

（
事
件
の
併
合
等
）

’
歩
ゴ
■
Ⅱ
わ
も

（
事
件
の
併
合
等
）

ｇ

第
五
条
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第

２
前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
そ
の
目
的
を
達
す

１円
と
す
る
。

す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
執
行
す
べ
き
債
権
の
額
が

は
前
条
第
一
項
に
定
め
る
額
の
二
分
の
一
と
す
る
。
た
だ

を
実
施
す
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
）
又
は
仮

己

差
押
え
に
よ
り
保
全
さ
れ
た
債
権
に
基
づ
い
て
差
押
え
を

百
二
十
五
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に

よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
係
る
事
務

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
千
五
百

二
十
万
円
以
下
の
と
き
は
二
千
五
百
円
、
そ
の
他
の
と
き

《

－4－

11



配布資料3

第
六
条
換
価
の
た
め
に
動
産
（
民
事
執
行
法
第
百
二
十
二

２
前
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
そ
の
目
的
を

１円
と
す
る
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
産
を
い
う
。
第
八
条
第
三
項
、

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い

、
前
条
第
一
項
に
定
め
る
額
に
よ
る
。

差
押
え
に
係
ら
な
い
物
を
同
時
に
差
し
押
さ
え
た
場
合
はＩ

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
千

、
第
八
条
又
は
第
九
条
の
手
数
料
の
み
を
受
け
る
。

し
、
引
渡
し
を
受
け
た
際
直
ち
に
換
価
を
行
っ
た
と
き
は

１

項
第
四
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
四
千
円
と
す
る
。
た
だ

て
同
じ
。
）
の
引
渡
し
を
受
け
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一

（
換
価
の
た
め
の
引
渡
し
）

．
（
換
価
の
た
め
の
引
渡
し
）

ｆ

第
六
条
換
価
の
た
め
に
動
産
（
民
事
執
行
法
第
百
二
十
二

２
前
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
そ
の
目
的
を

’百円
と
す
る
。

合
は
、
前
条
第
一
項
に
定
め
る
額
に
よ
る
。

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い

し
、
差
押
え
に
係
ら
な
い
物
を
同
時
に
差
し
押
さ
え
た
場Ｉ

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
千
八

き
は
、
第
八
条
又
は
第
九
条
の
手
数
料
の
み
を
受
け
る
。

た
だ
し
、
引
渡
し
を
受
け
た
際
直
ち
に
換
価
を
行
っ
た
と

項
第
四
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
三
千
五
百
円
と
す
る
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
産
を
い
う
。
第
八
条
第
三
項
、

て
同
じ
。
）
の
引
渡
し
を
受
け
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一

～
』

-5－
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配布資料3

第
八
条
売
却
の
実
施
（
法
第
八
条
第
一
項
第
六
号
）
の
手

ｉ

数
料
の
額
は
、
売
却
金
額
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表

第
七
条

号
一

に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
売
却
の
実
施
等

へ

配
当
要
求

ｌ

の
手
数
料
の
額
は
、
千
円
と
す
る
。

配
当
要
求
に
係
る
事
務

ゞ

ー

へ

法
第
八
条
第

f

一

項
第
五

第
七
条

第
八
条

数
料
の
額
は

号
一

に
定
め
る
額
と
す
る
。

へ

（
売
却
の
実
施
等

配
当
要
求

の
手
数
料
の
額
は

売
却
の
実
施

配
当
要
求
に
係
る
事
務

、 ）

！

売
却
金
額
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表

ー

へ

、

法
第
八
条
第

Ｉ
九
百
円
と
す
る
。

へ

法
第
八
条
第

一

項
第

■
〃
ｑ

六
号
）

一

項
第
五

の
手

‐6－

13

一
万
円
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下

千
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百
円
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千
五
百
円

売
却
金
額

手
数
料
の
額



配布資料3

第
九
条
手
形
、
小
切
手
そ
の
他
の
金
銭
の
支
払
を
目
的
と

３
（
略
）

２
売
却
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
適
法
な
買
受
け
の

２
（
略
）

申
出
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額
は
、
千
七
百
円

ｉ

数
料
の
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。

す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
支
払
の
た
め
の
提
示
又
は
支
払

と
す
る
。

の
請
求
を
す
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
六
号
）
の
手

備
考

（
手
形
の
支
払
の
た
め
の
提
示
等
）

へ

略
ゞ

第
九
条
手
形
、
小
切
手
そ
の
他
の
金
銭
の
支
払
を
目
的
と

３
（
同
上
）

（
手
形
の
支
払
の
た
め
の
提
示
等
）

２
売
却
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
適
法
な
買
受
け
の

２
（
同
上
）

す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
支
払
の
た
め
の
提
示
又
は
支
払

申
出
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額
は
、
千
五
百
円

数
料
の
額
は
、
二
千
五
百
円
と
す
る
。

と
す
る
。

の
請
求
を
す
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
六
号
）
の
手

備
考
（
同
上
）

宮
ｒ
ｇ
Ｌ
》

－7－
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配布資料3

第
十
一
条
不
動
産
又
は
人
の
居
住
す
る
船
舶
等
に
つ
い
て

（
動
産
の
引
渡
し
）

第
十
条
動
産
（
有
価
証
券
を
含
み
、
人
の
居
住
す
る
船
舶

２
（
略
）

２
（
略
）

債
務
者
の
占
有
を
解
い
て
債
権
者
に
そ
の
占
有
を
取
得
さ

Ｉ

額
は
、
八
千
円
と
す
る
。

き
渡
す
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
七
号
）
の
手
数
料
の

等
を
除
く
。
）
を
債
務
者
か
ら
取
り
上
げ
て
債
権
者
に
引

は
、

せ
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
八
号
）
の
手
数
料
の
額

（
不
動
産
の
引
渡
し
等
）

（
点
検
）

口
一
万
七
千
円
と
す
る
。

ダ
ダ
腰
Ⅳ
１
日
い
◇
、

（
不
動
産
の
引
渡
し
等
）

第
十
一
条
不
動
産
又
は
人
の
居
住
す
る
船
舶
等
に
つ
い
て

（
動
産
の
引
渡
し
）

第
十
条
動
産
（
有
価
証
券
を
含
み
、
人
の
居
住
す
る
船
舶

等
を
除
く
。
）
を
債
務
者
か
ら
取
り
上
げ
て
債
権
者
に
引

き
渡
す
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
七
号
）
の
手
数
料
の

２
（
同
上
）

２
（
同
上
）

債
務
者
の
占
有
を
解
い
て
債
権
者
に
そ
の
占
有
を
取
得
さ

ｂ

せ
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
八
号
）
の
手
数
料
の
額

Ｉ

額
は
、
七
千
円
と
す
る
。

は
、（

点
検
） 一

万
五
千
円
と
す
る
。

寺
２
ｆ
ｐ
Ｂ
Ｄ
Ｑ
１

－8－
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配布資料3

第
十
二
条
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
を
し
た
動
産
そ

第
十
三
条
民
事
執
行
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を

２
（
略
）

準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

’

八
条
第
一
項
第
九
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
三
千
円
と
す

に
保
管
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
状
況
の
点
検
（
法
第

に
よ
る
決
定
に
よ
り
動
産
を
取
り
上
げ
る
場
合
（
法
第
八

条
第
一
項
第
十
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
八
千
円
と
す
る

の
他
執
行
官
の
保
管
し
て
い
る
物
を
債
務
者
そ
の
他
の
者

◎

る
0（

差
押
物
の
引
渡
命
令
の
執
行
）

（
執
行
処
分
の
取
消
し
に
よ
る
物
の
引
渡
し
）

●
＃
・
↓
、

第
十
二
条
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
を
し
た
動
産
そ

第
十
三
条
民
事
執
行
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を

準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

２
（
同
上
）

と
す
る
。

に
保
管
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
状
況
の
点
検
（
法
第

１

条
第
一
項
第
十
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
七
千
円
と
す
る 口

八
条
第
一
項
第
九
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
二
千
五
百
円

の
他
執
行
官
の
保
管
し
て
い
る
物
を
債
務
者
そ
の
他
の
者

◎

に
よ
る
決
定
に
よ
り
動
産
を
取
り
上
げ
る
場
合
（
法
第
八

（
差
押
物
の
引
渡
命
令
の
執
行
）

（
執
行
処
分
の
取
消
し
に
よ
る
物
の
引
渡
し
）

。
■
Ｄ
Ｕ
ｑ
Ｆ
』

‐9－
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配布資料3

第
十
五
条
民
事
執
行
法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
九
十
六
条

第
十
四
条
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
を
し
た
動
産
そ

条
第
一
項
第
十
二
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
千
円
と

第
二
項
（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合

者
に
引
き
渡
す
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
一
号
）
の

す
る
。

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
援
助
を
す
る
場
合
（
法
第
八

Ｉ

り
引
き
渡
す
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
六
百
円
と
す
る
。

ｌ

手
数
料
の
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
知
に
よ

と
し
て
債
務
者
そ
の
他
こ
れ
を
受
け
取
る
権
利
を
有
す
る

の
他
執
行
官
の
保
管
し
て
い
る
物
を
執
行
処
分
の
取
消
し

（
民
事
執
行
法
の
規
定
に
よ
る
援
助
）

尋
琢
＃
…
ｔ
、

第
十
五
条
民
事
執
行
法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
九
十
六
条

第
十
四
条
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
を
し
た
動
産
そ

１

条
第
一
項
第
十
二
号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
円
と
す

者
に
引
き
渡
す
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
一
号
）
の

第
二
項
（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
援
助
を
す
る
場
合
（
法
第
八

手
数
料
の
額
は
、
二
千
五
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
知

と
し
て
債
務
者
そ
の
他
こ
れ
を
受
け
取
る
権
利
を
有
す
る

ｌ

に
よ
り
引
き
渡
す
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
五
百
円
と
す

る
。

る
q

の
他
執
行
官
の
保
管
し
て
い
る
物
を
執
行
処
分
の
取
消
し

（
民
事
執
行
法
の
規
定
に
よ
る
援
助
）

ｆ
い
り
、

-10-
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配布資料3

（
財
産
の
封
印
）

第
十
六
条
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第

第
十
九
条
民
事
執
行
法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
又

第
十
八
条
不
動
産
又
は
船
舶
の
形
状
、
占
有
関
係
そ
の
他

『

の
現
況
の
調
査
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
）
の
手
数

２
（
略
）

２
（
略
） Ｉ

、
八
千
円
と
す
る
。

場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
三
号
）
の
手
数
料
の
額
は

料
の
額
は
、
四
万
三
千
円
と
す
る
。

百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
封
印
を
す
る

（
現
況
調
査
）

（
差
押
不
動
産
等
の
保
全
処
分
）

第
十
九
条
民
事
執
行
法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
又

第
十
六
条
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第

百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
封
印
を
す
る

（
現
況
調
査
）

毎

第
十
八
条
不
動
産
又
は
船
舶
の
形
状
、
占
有
関
係
そ
の
他

２
（
同
上
）

（
差
押
不
動
産
等
の
保
全
処
分
）

２
（
同
上
）

口

料
の
額
は
、
三
万
九
千
円
と
す
る
．

ｌ
、
七
千
円
と
す
る
。

場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
三
号
）
の
手
数
料
の
額
は

の
現
況
の
調
査
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
）
の
手
数

（
財
産
の
封
印
）

Ｊ
；
卜

-11-
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配布資料3

２
民
事
執
行
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保

第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
同

得
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
保
管
状
況
の
点
検
の
手
数

決
定
に
よ
り
保
管
の
た
め
申
立
人
に
不
動
産
の
占
有
を
取

。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
不
動
産
に
対
す
る
占
有

１

号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
千
円
と
す
る
。

を
解
い
て
保
管
す
る
場
合
又
は
保
管
の
た
め
申
立
人
に
そ

全
処
分
又
は
公
示
保
全
処
分
を
命
ず
る
場
合
に
限
る
．
）

は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二

の
占
有
を
取
得
さ
せ
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
七

（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

伊
哩
串

ｆ
ｆ
ｌ
、

２
民
事
執
行
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

得
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
保
管
状
況
の
点
検
の
手
数

決
定
に
よ
り
保
管
の
た
め
申
立
人
に
不
動
産
の
占
有
を
取

第
一
項
’
第
七
十
七
条
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に

１

号
）
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
不
動
産
に
対
す
る
占
有

を
解
い
て
保
管
す
る
場
合
又
は
保
管
の
た
め
申
立
人
に
そ

係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
同

法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保

全
処
分
又
は
公
示
保
全
処
分
を
命
ず
る
場
合
に
限
る
。
）

は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二

の
占
有
を
取
得
さ
せ
る
場
合
（
法
第
八
条
第
一
項
第
十
七

（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

８
１
，
、

－12－

19



配布資料3

第 第
十
九
条
の
二

32 2

１円
と
す
る
。

航
行
の
た
め
に
必
要
な
文
書

号
の
二
）

料
の
額
は

八
条
第
一
項
第
十
八
号
〉
の
手
数
料
の
額
は
、

一
一

へ

（
自
動
車
の
引
渡
し
等

へ

十
条
船
舶
国
籍
証

内
覧
の
実
施

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

船
舶
の
国
籍
を
証
す
る
文

、

の
手
数
料
の
額
は
、

’
三
千
円
と
す
る
。

書 内
覧
の
実
施

…

等
の
取
上
げ

…

を
取
り
上
げ
る
場

へ

二
万
二
千
円
と
す
る
。

ゞ

法
第

童
巨 八

条
第

§
上

そ
の
他
の
船
舶
の

一

’
〈
ロ
（

項
第
十
七

一
万
七
千
法
第

第 第
十
九
条
の
二

2 32

１円
と
す
る
。

航
行
の
た
め
に
必
要
な
文

料
の
額
は

号
の
二
）

八
条
第

（
船
舶
国
籍
証
書
等
の
取
上
げ
）

二
十
条
船
舶
の
国
籍
を
証
す
る
文
書
そ
の
他
の
船
舶
の

へ へ

自
動
車
の
引
渡
し
等

内
覧
の
実
施

へ へ へ

同
上

同
上

同
上一

…

項
第
十
八
号

ー ー 、

の
手
数
料
の
額
は

口
二
千
五
百
円
と
す
る
。

苧
ｌ
、
§

ー

内
覧
の
実
施

… ー

窒
冨

一

の
手
数
料
の
額
は

、

を
取
り
上
げ
る
場

へ

Ｉ
二
万
円
と
す
る
。

法
第
八
条
第

、
一

一
万
五
千

〈
ロ
（

項
第
十
七

法
第

-13-
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配布資料3

第
二
十
二
条
民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判

二
小
型
船
舶
一
万
千
円

３
（
略
）

２
民
事
執
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物

所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物

を
回
送
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め

の
引
渡
し
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
．

Ｉ

・
一
自
動
車
又
は
建
設
機
械
八
千
円

：

二
小
型
船
舶
一
万
千
円

’

一
自
動
車
又
は
建
設
機
械
八
千
円

（
見
分
の
立
会
い
）

ｑ
当
Ｐ
Ｇ
争
寺
《
●
、
。

第
二
十
二
条
民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判

所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物

２
民
事
執
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物

を
回
送
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め

３
（
同
上
）

の
引
渡
し
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
。

Ｉ

二
小
型
船
舶
一
万
円’

二
小
型
船
舶
一
万
円

’

一
自
動
車
又
は
建
設
機
械
七
千
円 ’

一
自
動
車
又
は
建
設
機
械
七
千
円

（
見
分
の
立
会
い
）

ｒ
■
や
》
己
，

－14－
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配布資料3

第
二
十
五
条
売
却
す
べ
き
動
産
を
一
般
の
見
分
に
供
す
る

第
二
十
六
条
の
三
民
事
執
行
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
又

第
二
十
六
条
の
二
民
事
執
行
法
第
百
六
十
八
条
の
二
第
一

第
二
十
六
条
配
当
を
実
施
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、

２
（
略
）

’
三
千
円
と
す
る
。

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
見
分
に
立
ち
会
う
と
き
の
手
数
料

項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
催
告
を
す
る
場
合
の
手
数
料

の
額
は
、
一
万
千
円
と
す
る
。

Ｉの額は、四千円とする。

（
配
当
の
実
施
）

（
明
渡
し
の
催
告
）

（
子
の
監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
）

写
り､

、

（
明
渡
し
の
催
告
）

第
二
十
六
条
の
二
民
事
執
行
法
第
百
六
十
八
条
の
二
第
一

第
二
十
五
条
売
却
す
べ
き
動
産
を
一
般
の
見
分
に
供
す
る

第
二
十
六
条
の
三
民
事
執
行
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
又

第
二
十
六
条
配
当
を
実
施
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、

２
（
同
上
）

二
千
五
百
円
と
す
る
。

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
見
分
に
立
ち
会
う
と
き
の
手
数
料

項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
催
告
を
す
る
場
合
の
手
数
料

の
額
は
、
三
千
五
百
円
と
す
る
。

Ｉ

の
額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

（
配
当
の
実
施
）

（
子
の
監
護
を
解
く
た
め
に
必
要
な
行
為
）

８
二
８
匙

－15－
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配布資料3

２
前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
民
事
執
行
規
則
第

’千円
と
す
る
。

げ
る
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

は
第
二
項
（
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関

す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
子
の
監
謹
を
解
く
た
め

則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
九
十

百
六
十
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
（
国
際
的
な
子
の
奪
取

に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規 Ｉ

に
必
要
な
行
為
を
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
万
八

の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律

一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲

守
卜
、

２
前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
着
手
し
、
民
事
執
行
規
則
第

百
六
十
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
（
国
際
的
な
子
の
奪
取

げ
る
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

’千門
と
す
る
。

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
子
の
監
護
を
解
く
た
め

第
四
十
八
号
）
第
百
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
九
十

は
第
二
項
（
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関

の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律

ｐ

に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規 ｌ

に
必
要
な
行
為
を
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
万
五

一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲

ぼ
ぞ
歴
己
迂

- 16-
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配布資料3

第
三
十
条
仮
処
分
そ
の
他
の
保
全
処
分
の
執
行
で
、
第
三

第
二
十
九
条
民
事
執
行
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定

２
（
略
）

２
（
略
）

３
（
略
）

口

執
行
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
七
千
円
と
す
る
。

数
料
の
額
は
、
一
万
千
円
と
す
る
。

条
か
ら
前
条
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
の
手

号
）
及
び
そ
の
例
に
よ
る
仮
処
分
そ
の
他
の
保
全
処
分
の

に
よ
る
決
定
に
基
づ
く
執
行
（
法
第
八
条
第
一
項
第
二
十

Ｉ

い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
八
千
円
と
す
る
。

（
保
全
処
分
の
執
行
）

（
代
替
執
行
）

ｆ
ｌ
Ｋ

第
三
十
条
仮
処
分
そ
の
他
の
保
全
処
分
の
執
行
で
、
第
三

第
二
十
九
条
民
事
執
行
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定

２
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
（
同
上
）

Ｉ

数
料
の
額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

条
か
ら
前
条
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
の
手

執
行
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
五
千
円
と
す
る
。

号
）
及
び
そ
の
例
に
よ
る
仮
処
分
そ
の
他
の
保
全
処
分
の

に
よ
る
決
定
に
基
づ
く
執
行
（
法
第
八
条
第
一
項
第
二
十

ｌ

い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
七
千
円
と
す
る
。

（
保
全
処
分
の
執
行
）

（
代
替
執
行
）

〃
・
●
ｐ
Ａ
も
－
，
〃

－17－
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配布資料3

第
三
十
一
条
中
止
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
、
第

十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
条
第

十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一

）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
二
項
各
号
、

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
ま
で
，
第
二

五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一

グ

項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、

ｌ

場
合
に
お
い
て
は
九
百
門
と
し
、
臨
場
後
中
止
の
場
合
に

項
又
は
前
条
第
一
項
の
手
数
料
の
額
は
、
臨
場
前
中
止
の

お
い
て
は
千
七
百
円
と
す
る
。

一
項
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

（
中
止
の
場
合
に
お
け
る
差
押
え
等
の
手
数
料
）

’

＃
弔
延

第
三
十
一
条
中
止
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
、
第

十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
条
第

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
ま
で
、
第
二

一
項
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
二
項
各
号
、

項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、

Ｉ

場
合
に
お
い
て
は
八
百
円
と
し
、
臨
場
後
中
止
の
場
合
に

項
又
は
前
条
第
一
項
の
手
数
料
の
額
は
、
臨
場
前
中
止
の

十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一

お
い
て
は
千
五
百
円
と
す
る
。

五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一

（
中
止
の
場
合
に
お
け
る
差
押
え
等
の
手
数
料
）

〆
Ｐ
ｒ
Ｐ
Ｅ
《

-18-
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配布資料3

第
三
十
三
条
の
二
第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十

条
に
係
る
執
務
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る

条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十

、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一

号
に
定
め
る
額
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項

と
き
は
、
各
執
務
の
手
数
料
の
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

三
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
（
第
十
九
条
第

二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六

（
そ
の
他
の
加
算
）

弗
一
壼
畷
筆

損
又
唇
旧
笙

第
一
礦
に
規
定
す
る
車

Ｌ
』
ｒ
魁
、

（
新
設
）

〃
ｐ
令
ｂ
皇
乳

－19－
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配布資料3

二I I ｡’ 規
定
に
定
め
る
手
数
料
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

務
に
着
手
し
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
加
算
し
て
得
た
額
は
、
こ
れ
ら
の

一
民
事
執
行
法
第
六
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
す
る
場’ｌ

１

１

１

ｌ

１

４

４

１

ｌ

Ｉ

ｌ

号
又
は
第
五
号
（
未
成
年
者
の
心
理
に
関
す
る
専
門
的

条
第
二
項
の
警
察
上
の
援
助
を
受
け
た
と
き
各
執
務

側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十

合
を
含
む
。
）
又
は
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の

の
手
数
料
の
額
の
十
分
の
四

民
事
執
行
法
第
七
条
（
こ
れ
を
準
用
す
る
場
合
を
含

ず
げ
０
や
ヴ
、
、

’

．
ｆ
＆

‐20－
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配布資料3

四I 三I

Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
第

料
の
額
の
十
分
の
三

十
二
条
の
技
術
者
を
使
用
し
た
と
き
各
執
務
の
手
数

た
戸
又
は
金
庫
そ
の
他
の
容
器
を
開
く
た
め
、
執
行
官

な
知
見
を
有
す
る
者
を
同
条
の
規
定
に
よ
り
立
ち
会
わ

せ
た
と
き
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）

α
居
住
す
る
船
匪
等
の
占
有
者

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
十

差
押
え
、
引
渡
し
又
は
立
入
り
に
当
た
り
、
閉
鎖
し

各
執
務
の
手
数
料
の
額
の
十
分
の
二

り
そ
だ
辻
‐
展
事
麟

帥
〃
づ
畠
琴
↑
輯
抱

〃
…

ｊ
Ｄ
Ｄ
０
や
。

-21-
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配布資料3

’五
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し

ｌとき

’
ｉ
た
と
き

、
未
成
年
者
の
心
理
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
を
有
す

使
用
し
、
又
は
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面

せ
、
若
し
く
は
執
行
官
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

る
者
を
民
事
執
行
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
立
ち
会
わ

に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
立
会
い
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
受
け

各
執
務
の
手
数
料
の
額
の
十
分
の
四

各
執
務
の
手
数
料
の
額
の
十
分
の
四

Ｊ
ク
リ
ｐ
心
○
画
廷

ｆ
…

－22－
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．、

事務総局会議（第30回）議事録

日時 令和元年11月19B (火）午前10時00分 ～ 午前10時SS分

場所 総局会議室

出席
宰
個

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

議事 1 民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する

規程について

村田総務局長説明（資料第1）

2民事執行規則等の一部を改正する規則の訂正について

門田民事局長説明（資料第2）

｡

結果 ◎裁判官会議付議1 う

り

2

秘書 課長 大須賀 寛 ●



【事務総局会議配布資料】

事務総局会議資料淳1
( I I月（ヤ曰開催）

(令和元． 11． 19総三印）

民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程
や

について

(配布資料目録）

民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程案
一

民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程の理由案

１
２
３

f

民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の 部を改正する規程新旧対照一部を

条文

“
グ
ロ
マ
■
■
■
庁
。
■
●
・

1



第
一
条
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

最
高
裁
判
所
規
程
第

第
一
一
条
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

情財

チチ
L＝一

財
チ
」
を
『
財
産
開
示
事
件

第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
事
件

（
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
の
一
部
改
正
）

（
事
件
記
録
等
保
存
規
．
程
の
一
部
改
正
）

別
表
中
『
財
産
開
示
事
件

第
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
『
附
随
事
件
」
を
『
付
随
事
件
」
に
、
『
附
随
す
る
』
を
「
付
随
す
る
」
に
改

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

声
」
。
、

Ｉ

「
油
濁
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
』
を
「
油
濁
等
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件
」
に
改
め
る
。

号

ノ

《

（
令
和
元
．
一
一
．
一
九
総
三
印
）

一

2



一
一

一

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

中償
責
任
制
限
事
件

濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施
行
の
日

の
決
定
の
原
本

こ
の
規
程
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

■
も

第
七
条
の
見
出
し
中

第
五
条
中

別
表
第
一
の
十
三
の
項
中
二
財
産
開
示
事
件

第
一
条
の
う
ち
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
別
表
の
改
正
規
定
・
中

前
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定

三

油
濁
損

附
則
一
一
口 「

、L－－

賠
償
責
任
制
限
事
件

債
権

を
加
え
、

ｰ

に
改
め
る
部
分
及
び
第

竺
寺弓

執
行
事
件

附
記

「
附
記
し
な
け
れ
ば
」
を
「
付
記
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

L－－

を
％ ｰL一一

司

付
記
を
削
り

を民
事
執
行
法
及
び
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に

言

ー

油
濁
等
損

二
、

条
中
事
件
記
録
等
保
存
規
程
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
改
正
規
定

に
改
め
、
同
条
中

‐

附
随
事
件

壱
一
酉

賠
償
責
任
制
限
事
件

一
」

を
ー

を「
一

三‐

除
く

油
濁
損

弓

付
随
事
件

財
産
開
示
事
件

第
三
者
か
ら
の
情
報
取

得
事
件

。
）
」
の
下
に

（ 宝
画

賠
償
責
任
制
限
事
件

ｰ

ｰ

に
改
め
る

に
改
め
る
。

「
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
移
送

◎

ー

一
今
』
、

Ｉｰ

を一
一

同
表
の
十
四
の
項

「
油
濁
等
損
害
賠

船
舶
油

3



関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
・
年
法
律
第

f

一
一

号
ー

ｄ
口
早

の
施
行
の
日

ｊ
Ｒ
ｆ
１

三

4



Ｄ

つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

民
事
執
行
法
及
び
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
改
正
に
伴

理
由

Ｈ
ｆ
▲
、

こ
れ
が
、

こ

の

規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る

い
、

民

事

事
件
記
録
符

Ｉ
§

画
方

規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
に

。

5



ｰ

第
一
条
関
係
Ｉ
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

別
表

地
方
裁
判
所

（
略
）

財
産
開
示
事
件

油
筒
鐵
等
損
害
賠
償
責
任
制
限
事
件

第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
事
件

へ

略
…

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

新

可
よ
■
Ｊ
ｍ
Ｕ
や

掌| 軍
漉

別

表
地
方
裁
判
所

（
同
上
）

財
産
開
示
事
件

（
新
設
）

（
同
上
）

淘
凋
国
雲
吾
賠
償
責
任
制
限
事
件

Ｉ
！

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

油 財
チ

1‐

6



I

r

oh

へ

略
ー

：

』

一

へ
I

同
上
ー

ｒ
５
５
賂
、
《

口
、
財

０
』
Ｆ
▽
０
■
み
ず
も
ガ

苑
。
私
仙
八
略
ｈ
Ｌ

岬
４
Ｌ
・
卜
心
筥
了
函
坤
叫

△
７
．
，
１
０

１
１
１ -露‘。

7
Ｋ
Ｊ
△
【
幾
Ｖ
令
鳶

＝



１

１

４
こ
の
規
程
で
「
付
随
事
件
」
と
は
、
証
拠
保
全
事
件
そ

（
定
義
）

第
二
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

（
削
る
）

第
二
条
関
係
ｌ
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）

の
他
主
た
る
事
件
に
付
随
す
る
事
件
を
い
う
。

新

F

ら
こ
の
規
程
で
「
附
随
事
件
』
と
は
、
証
拠
保
全
事
件
そ

Ｉ 41
（
定
義
）

第
二
条
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
ｌ
１
０
Ｕ
ｑ
４
４
１
‐
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１

債
権
執
行
事
件
並
び
に
債
権

召
州
荊
幽
刎
酬
劉
鬮
褐
飼
判
対
予
多
○
強
制
執
行
事
件
、
少
額
訴
訟

の
他
主
た
る
事
件
に
瑚
燗
園
川
副
事
件
を
い
う
。

I

ｆ
Ｉ

員
掌
佳
室
苛
惑
デ
ー
可
劃
圭
謂
叶

|日

及
び
そ
の
他
の
財
産
権
を
目

3‐

8



第
五
条
最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
家
庭
事

第
七
条
事
件
書
類
の
う
ち
、
別
表
第
一
に
お
い
て
保
存
期

州
悶
翼
討
柑
の
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
裁
判
所
及
び
保

◎

件
、
督
促
事
件
、
保
全
命
令
事
件
、
鋳
易
確
定
事
件
及
び

存
期
間
に
つ
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

〃
て
、
。
）

間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
（
移
行
の
決
定
の
原
本
を
除

は
、
当
該
裁
判
、
審
判
又
は
調
書
等
の
送
達
及
び
確
定
又

は
訴
え
等
の
取
下
げ
の
事
実
を
州
即
割
利
別
科
削
剥
側
倒
な
ら
な

い
。
上
訴
裁
判
所
か
ら
送
付
さ
れ
た
終
局
裁
判
の
正
本
に

（
家
庭
事
件
等
の
特
例
）

Ｉ

（
裁
判
の
原
本
等
へ
の
付
記
）

測
州
切
削
里
詞
銅
詞
引
司
に
蛎
燭
倒
剛
る
移
送
の
決
定
の
原
本

に

第
五
条
最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
家
庭
事

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
の
原
本
等
へ
の
洲
到
調
）

第
七
条
事
件
書
類
の
う
ち
、
別
表
第
一
に
お
い
て
保
存
期

間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
（
移
行
の
決
定
の
原
本
を
除

討
倒
な
ら
な
い
．
上
訴
裁
判
所
か
ら
送
付
さ
れ
た
終
局
裁
判

簡
易
確
定
事
件
及
び
淵
劉
咽
蜀
討
州
の
記
録
及
び
事
件
書
類
の

件
、
督
促
事
件
、
保
全
命
令
事
件
１
‐
間
燭
胤
詞
執
制
劉
詞
州
、

保
存
裁
判
所
及
び
保
存
期
間
に
つ
い
て
、
別
段
の
定
め
を

び
確
定
又
は
訴
え
等
の
取
下
げ
の
事
実
を
刑
罰
判
叫
制
剤
Ⅶ
洲

く
・
）
に
は
、
当
該
裁
判
、
審
判
又
は
調
書
等
の
送
達
及

の
正
本
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
家
庭
事
件
等
の
特
例
）

凸
タ
グ
小
ｒ
ア
ャ

4

9



別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
審
額
の
保
存
期
間
）

十
一

二
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

財
ーー

皮｡
、 、、 、

手施行に件訟設
←

H1室

、 、

へ

略
ー

ｵ e

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
審
類
の
保
存
期
間
）

十｡
〃

一
一
一

獅
室
一
鎧

誕
、
鞭

"〕 蕊

（
牡 、 、 、

手施行に件訟設 型設
ｰ

｡産
施

漉
制

N同 理

、 、

へ

同
上
ー

タ ■

草

･5．

10

一
～
十
二
（
賂
）

事
件
の
種
類

記
録
の
保
存
難
問

事
件
書
類
の
保
存
湖
間

一
～
十
二
（
同
上
）

事
件
の
種
類

記
録
の
・
保
存
期
間

率
件
霧
類
の
保
存
期
悶



十
四

び
行
使
事
件

財
産
開
示
事
件

第
三
者
か
ら
の

蒲
報
敢
鴇
率
．
件

責
任
制
限
事
件口
油
濁
等
捜
害
賠

船
舶
所
有
者
嬢

憤
権
及
び
そ
の

心

他
の
財
産
権
を

等
事
件

担
保
権
の
実
行

会
社
更
生
‐
事
件

承
認
援
助
誰
件

給
与
所
得
者
等

生
事
件

破
産
事
件

再
生
事
件

行
事
件

企
業
担
保
権
実

保
権
の
実
行
及

再
生
事
件

目
的
と
す
る
担

と
し
て
の
競
売

を
目
的
と
す
る

及
び
小
型
船
船

小
規
模
個
人
再

へ

略
一

＃

へ

略
一

十
四

油
濁
損
害
賠
償

び
行
使
事
件

財
産
開
示
事
件

企
業
担
保
権
実

船
舶
所
有
者
等

会
社
更
生
事
件

破
産
事
件

再
生
事
件

行
事
件

横
権
及
び
そ
の

等
事
件

費
任
制
限
事
件

承
認
援
助
事
件

綣
与
所
得
者
等

生
事
件

保
権
の
実
行
及

他
の
財
産
権
を

担
保
権
の
実
行

再
生
事
件

小
規
模
個
人
再

と
し
て
の
競
売

目
的
と
す
る
担

を
目
的
と
す
る

及
び
小
型
船
舶

（
同
上
）

（
同
上
〉

･6．

11



』

つ

I

－

へ

略
一

－
《

－

一
一

（
同
上
）

I

一
口
一

■
’

ｰ

‐7‐

12

十
五
～
二
十
七
（
略
）

十
五
～
二
十
七
（
同
上
）



需善薙講料葬ゞ

(令和元． 11． 19民三印）

民事執行規則等の一部を改正する規則の訂正について

最高裁判所裁判官会議（令和元年lO月30日開催・第30回）の裁判官会議資

「民事執行規則等の一部を改正する規則（改め文） 」の31ページ4行目の「百料「民事執行ジ

四十条第一項』 を「第百四十条第一項」と訂正する。項」

！

Ｉ



（

事務総局会議（第31回）議事録

日時
一串

令和元年11月26日 （火）午前10時00分 ～ 午前10時08分

場所 総局会議室

出席

者

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，成田民事

局第一課長，福家刑事局第一課長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広

報課長佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

議事 1 令和元年度外国出張計画について

大須賀秘書課長説明（資料第1）
2人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催について

堀田人事局長説明（資料第2）

3経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

笠井経理局長説明（資料第3）

4経理事務打合せ（高裁会計課長）の開催について

笠井経理局長説明（資料第4）

結果 ◎了承 1 ， 2 〕 3 ， 4

秘書課長 大須賀 寛 ●



事務総局会議資料算《
（ （ ｛月ユら日開催）

令和元年度外国出張計画

1 最高裁判所判事

（1） アメリカ合衆国，カナダ

(2) (1)の随行

合計2人

最高裁判事1人

裁判官1人

2裁判官司法事情研究

（1）刑事手続のIT化等の実情調査(英国，約’週間） 【刑事局】

（2）性犯罪に直面した被害者の心理等の理解を深める取組の実情調査

合計3人

裁判官1人

（カナダ，

裁判官2人

（

約1週間） 【刑事局】

一般職司法事情研究

刑事手続のIT化等の実情調査（英国約1週間）

3 合計1人

一般職1人【刑事局】

ｆ
８
ｂ
ｌ
ｈ



薄Z事務総局会議資料
《 i l月ユ心日開催）

(令和元． 11． 26 人総印）

人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催

主催 最高裁半U所

期日 令和2年2月13日 （木）及び14日 （金）

場所 最高裁判所

協議事項 （1） 人事上の諸問題について

〈2） その他

出席者 各高等裁判所事務局の人事課長及び人事課企画官又は人事課課長補

佐のうちいずれか1人

１
２
３
４

＃
Ｉ ー

0

合計 16人



需替蕊議料蒙s

(令和元． 11． 26経監印）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

主 催

期 日

場 所

協議事項

出席者

最高裁判所

令和2年1月22日（水）及び23日 （木）

最高裁判所

経理行政等事務全般の連絡協議

高等裁判所事務局次長 8人

１
Ｚ
３
４
５
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需替賎議料穿午

(令和元． 11． 26経監印）

経理事務打合せ（高裁会計課長）の開催について

主 催

期 日

場 所

協議事項

最高裁判所

令和2年2月13日 （木）及び14日 （金）

最高裁判所

(1)新年度における予算の示達方針

(2) その他経理行政事務全般の連絡協議

高等裁判所事務局の会計課長及び会計課企画官，会計課課長補佐

１
２
ｓ
饗

（

出席者5

合計又は会計課専門官のうちいずれか1人 16人
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